
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年９月１４日 １８時４０分ごろ 

発生場所 北海道浦幌
うらほろ

町厚内
あつない

漁港南南西方沖 

 厚内港突堤灯台から真方位１９８°３.１海里付近 

 （概位 北緯４２°４５.０′ 東経１４３°４８.３′） 

事故の概要 漁船第三十八宝
ほう

亀
き

丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

第三十八宝亀丸は、船底部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月１日、調査を担当する主管調査官（函館事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八宝亀丸、１６０トン 

１２７１３７、折笠漁業株式会社 

乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

漁労長、三級（航海） 

負傷者 なし 

損傷 船底部外板に凹損等 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

事故の経過 本船は、北海道釧路港南方沖の漁場で操業し、平成２７年９月１４

日１７時２０分ごろ漁場移動の目的で、漁労長が単独で船橋当直に当

たり、約１２ノットの対地速力で自動操舵により北西進を開始した。 

本船は、漁労長が、操舵室の椅子に腰を掛けて操船に当たっていた

ところ、居眠りに陥り、１８時４０分ごろ厚内漁港南南西方沖の浅瀬

に乗り揚げた。 

本船は、乗揚げ後、船内各部を点検したところ、浸水等がなかった

ので自力で釧路港に入港した。 

本船の喫水は、船首約２.６ｍ、船尾約４.８ｍであった。 

分析 

 

本船は、自動操舵により北西進中、単独で船橋当直中の漁労長が居

眠りに陥ったことから、厚内漁港南南西方沖の浅瀬に乗り揚げたもの

と考えられる。 

漁労長は、自動操舵で椅子に腰を掛けて操船に当たっていたことか

ら、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、自動操舵により北西進中、単独で船橋当

直中の漁労長が居眠りに陥ったため、厚内漁港南南西方沖の浅瀬に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 



 

参考 本船は、本事故後、船橋当直を２人体制とする措置を講じた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で船橋当直を行う場合、同じ姿勢で当直を続けると眠気を催

すことがあるので、外に出て外気に当たるなどして眠気を払拭す

る措置を講じること。 

 


